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は じ め に 

～第２期芦屋市教育振興基本計画の実現をめざして～

日本は今，世界に類を見ない速さで少子・高齢化が進行し，生産年齢人口の

加速度的な減少も見られる状況にあります。また，世界でも，グローバル化が

急速に進展するなど，目まぐるしい変化が起こっています。子どもたちを取り

巻く教育環境も急激に変化しています。このような時代の中で，自立した人間

として，他者と協働しながら，新しい価値を創造する力を育成することが求め

られています。

国においては，社会の急激な変化を見据えながら，学習指導要領改訂の検討

が進められるとともに，「アクティブ・ラーニング（主体的・協働的な学び）」

の必要性が示されています。

県においては，「第２期ひょうご教育創造プラン」に基づき，学校教育や社会

教育において重点的に取り組む内容が示され，取組が進められています。

本市においては，今年度より平成 32 年度までの５年間に，市が取り組むべき

教育の方向性を示す「第２期芦屋市教育振興基本計画」を策定したところです。

本冊子は，「教育のまち芦屋」の実現に向けたこの教育振興基本計画を基盤に，

本年度の重点取組内容を示し，教育実践をすすめる指針としています。

芦屋の教育に関わる関係者のみなさまにおかれましては，本冊子の作成趣旨

を理解し，十分にご活用いただき，「教育の専門家」として，幼児児童生徒との

信頼関係構築を基盤とし，様々な創意工夫のもと，日々の活気あふれた教育活

動の実践に努められることを期待いたします。

平成２８年４月

                         芦屋市教育委員会
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